
学生と教職員の人権尊重のために 
 ‐キャンパスライフ委員会 平成 18年度年次報告‐  
 
 
1. キャンパスライフ委員会の活動はどのようなものなのか 

 東京学芸大学は、すべての学生と教職員が互いに人権を尊重し合い、何事にも公正を期し、心身ともに安全で

快適なキャンパスライフを送ることができる環境づくりを目指しています。そのために、キャンパスライフ委員

会は、大学生活のさまざまな場面において、快適な生活の障害となる人権侵害の問題等について、その予防・改

善を図るための諸活動を行っています。 

 委員会は、教員 10名と事務系職員 2名の委員から構成されています（別掲 1）。委員会の下には、13名の教職

員からなるキャンパスライフ相談員（別掲 2）を置いて、人権侵害等に関連した申し立てや相談に応じる個別の

窓口としています。また、心理的支援のための専門委員 4名を置いて、人権侵害等に関連した申し立てに関する

心理的な支援も行っています。 

 平成 18年度は、定例・臨時の委員会をあわせて11回、委員・相談員・専門委員連絡会を 2回開催したほか、

人権侵害に関する広報・啓発活動、相談案件への対応、学外研究会への参加などをおこないました。 

 委員会は規程によって年間の活動を全学の皆さんに報告することになっていますので、以下に具体的な活動内

容についてお知らせします。 
 

2. 人権が尊重される快適なキャンパスライフづくりのための広報・啓発活動 

(1) 相談体制の周知活動 

大学ホームページ上で、「キャンパスライフ ガイドライン」および相談窓口等についての情報を発信してい

ます。4月の新入生オリエンテーション時ならびに 10月期入学留学生オリエンテーション時には、人権問題

に関する大学の姿勢やキャンパスライフ委員会の活動を紹介し、相談員の所属・氏名と連絡方法を示したリ

ーフレット「相談できます」を配布するとともに、ホームページ上の「キャンパスライフ ガイドライン」

の活用を奨めました。 

(2) 人権尊重の意識を喚起するための啓発活動 

① 年3回発行された学内広報誌『キャンパス通信』に、毎回「キャンパスライフ委員会のコーナー」を設け、

キャンパスライフ委員、相談員からのメッセージを掲載しました。 

② 「サークルリーダー研修会」において、アルコール・ハラスメントに関わる具体的な事例を紹介すること

によって、互いに人権を尊重し合う環境づくりについて考える機会を提供しました。 

③ 各学系教授会において、相談員が受けた相談事例の紹介や、委員会で審議を行った案件について申し立て

人や被申し立て人が判明しない範囲での経過報告および結果報告を随時行い、ハラスメントの予防や環境

の改善について広く意見を募るとともに、理解と協力を求めました。 

④ アルコール・ハラスメント防止のポスターを作成・掲示し、注意を喚起しました。 
 

3. 「キャンパスライフ ガイドライン」の見直しと改訂 

 17年度に引き続き「キャンパスライフ ガイドライン」の見直しを行いました。相談案件が多様になってきて

いることに対応し、18年度は内容を全面的に見直しました。これまでのセクシュアル・ハラスメントに関する記

述に加えて、アカデミック・ハラスメント、アルコール・ハラスメントの定義および具体的な事例を記載し、す

べてのハラスメントを防ぐ意識を喚起する内容にしました。改訂したガイドラインを冊子として印刷し、配布し

ました。 
 



4. 各種研修内容の確立 

① 一般教職員対象のハラスメントに関する研修内容の標準化に向けて、セクシュアル・ハラスメント、アカ

デミック・ハラスメント、アルコール・ハラスメントに関する基礎資料を作成しました。 

② キャンパスライフ委員・相談員対象の研修として、２回の委員・相談員・専門委員連絡会において、情報

交換を行い精神科や臨床心理士の有資格者による助言を受けました。また、相談員の任期満了に伴う交替

時に，相談員説明会を開きました。 
 

5. 相談案件への対応 

 平成 18年度に相談員ならびに委員会委員に寄せられた相談は 16件ありました。セクシュアル・ハラスメント

に関するもの 2件、修学上のハラスメントに関するもの 9件、その他のハラスメントに関するもの2件、それら

以外のもの3件です。 

 委員会では、上記のうち1件の修学上のハラスメントに関する案件について、調査委員会を設置して、事実関係

の調査を行いました。この案件は、教員の授業での高圧的な態度と成績評価についての相談です。委員会は調査

委員会の報告を受けて審議した結果、当該教員の行為は人権侵害にはあたらないと判断しました。その上で、評

価や履修についての学生の要望を当該教員に伝えました。 

 その他、調査委員会の設置にいたらなかった案件では、教員の対応の仕方や言動に対する学生からの相談が複

数件寄せられました。委員会では、増加するアカデミック・ハラスメントに関する相談案件について、プライバ

シーの保護に配慮しつつ、当該部局と連携して対応することの有効性について検討しました。また、学系教授会

において全教員への注意喚起を行いました。なお、個々の案件については、可能な範囲で事実関係を明らかにし、

相談者の意向を尊重しつつ、最善と思われる対応をすることで、解決を図りました。具体的には、相談者へのア

ドバイス、当該部局への提言、所属学系長からの当該教員に対する注意喚起、委員会判断による相談者への回答

等を行いました。 
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